
日
本
企
業
等
の
海
外
展
開
を
法
的
側
面
か
ら

支
援

す
る
た
め
の
特
許
庁
の
主

な
関

連
施

策

2
0
1
7
年
3
月

特
許

庁

【特許庁　資料４】



「国
際

戦
略

に
関

す
る
提

言
」に

関
す
る
特

許
庁

の
主

な
関

連
施

策

1

中
小
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
等
に
対
す
る
相
談
・
支
援
体
制
強
化


知
財
総

合
支
援
窓
口


海
外
知
的
財
産
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
派
遣


海
外
事
務
所
へ
の
知
財
専
門
家
配
置


海
外
出
願
、
侵
害
対
策
、
知
財
係
争
へ
の
資
金
的

支
援

海
外
の
知
的
財
産
関
連
情
報
の
提
供


諸
外
国

の
特
許
情
報
の
提
供


知
的
財
産
の
実
務
情
報
の
提
供
（
新
興
国
等
知
財

情
報
デ
ー
タ
バ
ン
ク
）

我
が

国
審

査
官

・
審

判
官

の
派

遣
、
審

査
協

力
等

を
通

じ
た
諸

外
国

の
知

財
シ
ス
テ
ム
の

整
備


特
許
審
査
ハ
イ
ウ
ェ
イ
（
Ｐ
Ｐ
Ｈ
）
の
発
展


海

外
特

許
庁

と
の

連
携

・
協

力
強

化
審
査
官
等
の
派
遣
・
受
入

特
許
審
査
の
協
力

我
が
国
の
審
査
・
審
判
に
関
す
る
国
際
的
な
情
報
発
信


海
外
特
許
庁
へ
の
審
査
情
報
発
信
（
Ａ
ＩＰ
Ｎ
）


特

許
庁

に
お
け
る
審

査
結

果
の

相
互

利
用


審
判
制
度
に
関
す
る
情
報
交
換
・
情
報
発
信


日
本
企
業
等
の
海
外
展
開
を
法
的
側
面
か
ら
支
援
す
る
た
め
に
、
特
許
庁
に
て
各
種
施
策
を
実
施

【特許庁　資料４】



台
湾

（
日

本
台
湾
交
流
協
会
台
北
事

務
所

）

ド
イ
ツ

（
ジ
ェ
ト
ロ
デ
ュ
ッ
セ
ル

ド
ル

フ
事

務
所

）
中

国
（
ジ
ェ
ト
ロ
北
京
事
務
所
）

韓
国

（
ジ
ェ
ト
ロ
ソ
ウ
ル

事
務
所

）

ア
メ
リ
カ

（
ジ
ェ
ト
ロ
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
事
務
所
）

タ
イ

（
ジ
ェ
ト
ロ
バ

ン
コ
ク
事

務
所

）

イ
ン
ド

（
ジ
ェ
ト
ロ
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
事

務
所
）

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

（
ジ
ェ
ト
ロ
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

事
務
所

）

Ｕ
Ａ
Ｅ

（
ジ
ェ
ト
ロ
ド
バ
イ
事
務
所
）

海
外

事
務

所
へ

の
知

財
専

門
家

配
置

（ジ
ェ
ト
ロ
等

を
活

用
し
た
支

援
体

制
）

2


知

財
専

門
家

や
弁

理
士

を
ジ
ェ
ト
ロ
等

の
海

外
事

務
所

へ
派

遣
し
、
現

地
の

知
財

情
報

収
集

を
行

う
と
と
も
に
、
現

地
日

系
企

業
の

支
援

を
実
施
。

赤
字

は
知

財
専

門
家

の
新

規
派

遣
先

（
平

成
2
8
年

度
よ
り
）

ブ
ラ
ジ
ル

（
ジ
ェ
ト
ロ
サ
ン
パ
ウ
ロ
事
務
所
）

※
ジ
ェ
ト
ロ
バ

ン
コ
ク
事

務
所

と
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
事

務
所

に
弁

理
士

を
派

遣
中

【特許庁　資料４】



3

特
許

審
査

ハ
イ
ウ
ェ
イ
（P

PH
）の

発
展

１
.高

い
特

許
査

定
率


PP

H
出
願
に
関
す
る
特
許
査
定
率
は
各
国
・
地
域

に
お
い
て
高
い
。

２
.Ｆ
Ａ
期

間
の

短
縮


Ｆ
Ａ
（
一

次
審

査
）
通

知
ま
で
の

期
間

・
権

利
化

ま
で

の
期
間
の
短
縮
。

３
.迅

速
な
審

査
と
コ
ス
ト
削

減


F
A
で
の
特
許
率
が
高
く
、
各
国
・
地
域
で
の
オ
フ
ィ

ス
ア
ク
シ
ョ
ン
が

減
り
、
中

間
経

費
削

減
に
つ
な
が

る
。


特

許
審

査
ハ

イ
ウ

ェ
イ

の
主

な
利

点
:

新
興

国
へ

P
P
H
を
拡

大
し
、
日

本
企

業
の

海
外

進
出

を
サ

ポ
ー
ト

【
P
P
H
参

加
庁

数
（
4
5
庁

：
2
0
1
6
年

1
0
月

現
在

】

45


特

許
審

査
ハ

イ
ウ
ェ
イ
（
P
at
e
n
t
P
ro
se
c
u
ti
o
n

H
ig
h
w
ay
）
は

、
あ
る
国

で
特

許
権

を
取

得
可

能
と
判

断
さ
れ

た
出

願
に
つ
き
、
他

の
国

で
の

簡
易

な
手

続
に
よ
り
早

期
に
審

査
を
受

け
ら
れ

る
取

組
。


P
P
H
参

加
国

・
地

域
の

数
は

、
4
5
か

国
・
地

域
に
拡

大
（
2
0
1
7
年

2
月

現
在

）
。
P
P
H
の

利
用

件
数

も
着

実
に
増

加
。


各

庁
の

P
P
H
に
関

す
る
統

計
指

標
を
分

析
す
る
等

、
更

な
る
P
P
H
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

ユ
ー
ザ

ー
利

便
性

向
上

に
取

り
組

む
。


我

が
国

の
特

許
権

と
同

様
の

特
許

権
を
早

期
取

得
で
き
る
｢特

許
の

付
与

円
滑

化
に
関

す
る
協

力
（
Ｃ
Ｐ
Ｇ
）
｣を

カ
ン
ボ
ジ
ア
及

び
ラ
オ
ス
と
の

間
で
開
始
。

【特許庁　資料４】



4

（参
考

）特
許

審
査

ハ
イ
ウ
ェ
イ

（P
PH

: P
at

en
t P

ro
se

cu
tio

n 
H

ig
hw

ay
）

第
１
庁

対
応

出
願

Ｐ
Ｐ
Ｈ
の

申
出

早
期

審
査

出
願

サ
ー
チ
・

審
査

結
果

第
２
庁
が
、
第
１
庁
の
サ
ー
チ
・
審

査
結
果
を
利
用
。

第
２
庁

特
許

海
外

で
の
早

期
権

利
化

・
審

査
の
質

の
向

上
・
特

許
取

得
コ
ス
ト
の
削

減

【特許庁　資料４】



55

海
外

特
許

庁
と
の

連
携

・協
力

強
化

（審
査

官
等

の
派

遣
・受

入
）

＜
国

際
審

査
協

力
＞


我

が
国

と
海

外
特

許
庁

相
互

に
、
審

査
官

を
派

遣
し
、
実

際
の

出
願

に
つ
い
て
の

特
許

要
件

等
に
関

す
る
議

論
を
通

じ
、
相

手
国

の
審

査
手

続
や

特
許

要
件

の
判

断
基

準
を
よ
り
深

く
理

解
し
、
審

査
実

務
の

調
和

や
施

策
・
取

組
の

推
進

を
目

指
す
。


ア
ジ
ア
諸

国
等

新
興

国
で
知

的
財

産
制

度
の

整
備

を
支

援
す
る
た
め
、
特

許
審

査
官

を
は

じ
め
と
す
る
専

門
家

の
海

外
派

遣
や

受
入

を
通

じ
て
、
日

本
式

の
制

度
や

審
査

実
務

等
の

知
財

シ
ス
テ
ム
の

浸
透

、
情

報
化

支
援

な
ど
を
行

い
、
日

系
企

業
の

知
財

ビ
ジ
ネ
ス
を
後

押
し
す
る
。

２
０
０
０
年

４
月
か
ら

２
０
１
７
年

３
月
ま
で
の
実
績

（
延

べ
人

数
）

【特許庁　資料４】




経
済
成
長
著
し
い
ア
ジ
ア
新
興
国
に
つ
い
て
は
、
審
査
官
へ
の
Ｊ
Ｐ
Ｏ
の
審
査
手
法
の
普
及
・
浸
透
、
Ｐ
Ｐ
Ｈ
の
実
効
性
向
上
の
た
め
、
様
々
な
審
査
協
力
を

実
施
。
我
が
国
企
業
の
出
願
が
日
本
で
取
得
し
た
権
利
と
同
じ
範
囲
で
早
期
に
権
利
保
護
さ
れ
る
こ
と
で
、
我
が
国
企
業
に
よ
る
円
滑
か
つ
予
見
性
高
い
特

許
権

取
得

が
期

待
。


イ
ン
ド
特
許
庁
で
は
、
２
０
１
６
年
４
月
に
約

４
６
０
名
の
特
許
審
査
官
を
採
用
。
（そ

れ
ま
で
イ
ン
ド
特

許
庁

の
審

査
官
は

約
２
８
０
名

。
）


今

年
度

行
わ

れ
た
新

人
研

修
に
Ｊ
Ｐ
Ｏ
審
査
官
を
の
べ
１
２
名
派
遣
し
、
特
許
審

査
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
中
核
と
な
る
「
先
行
技
術
文
献
の
サ
ー
チ
」
、
「
実
体
審
査
の

判
断

手
法

」
等

を
指

導
。


こ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
新
人
研
修
に
他
国
の
審
査
官
が
指
導
的
立
場
で
参
画

す
る

こ
と
は
世
界
的
に
見
て
も
今
回
の
Ｊ
Ｐ
Ｏ
が
初
め
て
。


イ
ン
ド
ネ
シ
ア
特
許
庁
で
は
、
２
０
１
３
年
６
月
か
ら
Ｐ
Ｐ
Ｈ
を
実
施
し
て
い
る
が
、
特

許
出
願
書
類
の
管
理
不
足
等
か
ら
早
期
審
査
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。


Ｊ
Ｐ
Ｏ
審
査
官
を
２
０
１
６
年
夏
以
降
の
べ
７
名
派
遣
し
Ｐ
Ｐ
Ｈ
運
用
確
立
の
支
援
を

実
施
。


こ
れ
に
よ
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
特
許
庁
で
の
Ｐ
Ｐ
Ｈ
の
審
査

が
進
み

、
支

援
開
始

以
降
の
６
か
月
で
２
０
０
件

以
上

の
Ｐ
Ｐ
Ｈ
案

件
の

審
査

結
果

が
通
知

さ
れ

た
（
支
援

前
は
３
年
間
で
審
査
が
行
わ
れ
た
の
は
３
０
件
程
度
）
。


タ
イ
特
許
庁
で
は
、
２
０
１
６
年
１
０
月
及
び
２
０
１
７
年
２
月
に
合
計
約
５
０
名
の
特

許
審

査
官

を
採

用
。
（
そ
れ

ま
で
タ
イ
特

許
庁

の
審
査

官
は
３
０
名

弱
。
）


今

年
度
行
わ
れ
た
新
人
審
査
官
研
修
に
Ｊ
Ｐ
Ｏ
審
査
官
を
の
べ
８
名
派
遣
し
、
特

許
審
査
実
務
の
基
礎
を
網
羅
的
に
指
導
。


加
え
て
、
新
人
を
指
導
す
る
立
場
に
あ
る
審
査
官
に
対
し
て
も
、
審
査
の
指
導
方
法
に

関
す
る
研
修
を
提
供
。


新

人
審

査
官

の
み

な
ら
ず
、
新
人
を
指

導
す
る
立
場
に
あ
る
審
査
官
に
対
し
て
も
指

導
を
行

う
と
い
う
包

括
的

な
協

力
は
今
回
が
初
め
て
。

イ
ン
ド
に
お
け
る
新

人
特

許
審

査
官

研
修

へ
の

協
力

タ
イ
に
お
け
る
新

人
特

許
審

査
官

研
修

へ
の

協
力

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
Ｐ
Ｐ
Ｈ
運

用
確

立
支

援

6

海
外

特
許

庁
と
の

連
携

・協
力

強
化

（特
許

審
査

の
協

力
）

【特許庁　資料４】



7

審
判

制
度

に
関

す
る
情

報
交

換


企

業
活

動
の

グ
ロ
ー
バ

ル
化

が
進

む
中

、
日

本
の

企
業

が
海

外
で
特

許
侵

害
訴

訟
に
巻

き
込

ま
れ

る
ケ
ー
ス
が

増
え
つ
つ
あ
る
。
特

に
、

特
許

出
願

件
数

の
伸

び
が

著
し
い
、
中

国
及

び
韓

国
の

制
度

・
運

用
に
関

す
る
情

報
に
対

す
る
ニ
ー
ズ
が

高
ま
っ
て
い
る
。


日

中
韓

の
三

庁
間

及
び
日

台
間

で
、
審

判
分

野
に
お
け
る
相

互
理

解
や

情
報

交
換

を
進

め
、
連

携
を
図

る
と
と
も
に
、
中

韓
台

の
審

判
制

度
や

判
決

に
つ
い
て
の

情
報

収
集

を
進

め
、
日

本
ユ
ー
ザ

ー
へ

提
供
。
2
0
1
7
年

は
、
欧

米
と
の

連
携

も
強

化
す
る
予

定
。


新

興
国

に
お
け
る
審

判
制

度
の

構
築

な
ど
を
支

援
す
る
た
め
、
訪

問
団

来
日

等
の

機
会

を
と
ら
え
、
我

が
国

の
審

判
制

度
に
関

す
る
情

報
を
提
供
。

第
４
回

会
合

（２
０
１
６
年

９
月

に
日

本
で
開
催
）

日
中
韓
の
審
判
統
計
情
報
の
共
有
を
進
め
る
と
と
も
に
、
審

判
制
度
に
つ
い
て
の
比
較
研
究
を
行
っ
た
。

日
中

韓
審

判
専

門
家

会
合

（
２
０
１
３
年

～
）

第
２
回

会
合

（２
０
１
６
年

６
月

に
中

国
で
開
催
）

日
中
の
審
判
制
度
や
統
計
に
関
す
る
情
報
交
換
を
行
っ
た
。

日
中

審
判

専
門

家
会

合
（
２
０
１
５
年

～
）

日
韓

国
際

審
判

官
協

議
（
２
０
１
３
年

～
）

第
３
回

会
合

（２
０
１
６
年

２
月

に
韓

国
で
開
催

）

実
事
件
を
用
い
た
口
頭
審
理
傍
聴
や
意
見
交
換
の
実
施
を
通
じ

て
、
審
判
官
に
よ
る
審
判
実
務
の
情
報
交
換
を
行
っ
た
。

第
２
回

会
合

（２
０
１
６
年

９
月

に
日

本
で
開
催

）

実
事
件
を
用
い
た
意
見
交
換
の
実
施
を
通
じ
て
、
審
判
官
に
よ

る
審

判
実

務
の

情
報

交
換

を
行

っ
た
。

日
中

韓
国

際
審

判
官

協
議

（
２
０
１
５
年

～
）

第
７
回

会
合

（２
０
１
６
年

８
月

に
韓

国
で
開
催
）

日
韓
の
審
判
制
度
や
統
計
に
関
す
る
情
報
交
換
等
を

行
っ
た
。

日
韓

審
判

専
門

家
会

合
（
２
０
１
０
年

～
）

日
台

の
審

判
分

野
に
お
け
る
協

力
（
２
０
１
４
年

～
）

第
３
回

（
２
０
１
６
年

１
０
月

に
日

本
で
開

催
）

実
事
件
を
用
い
た
意
見
交
換
の
実
施
を
通
じ
て
、
審
判
官
に
よ

る
審

判
実

務
の

情
報

交
換

を
行

っ
た
。

第
１
回

会
合

（２
０
１
６
年

６
月

に
初

め
て
、
中

国
で
開

催
）

実
事
件
を
用
い
た
口
頭
審
理
傍
聴
や
意
見
交
換
の
実
施
を
通
じ

て
、
審
判
官
に
よ
る
審
判
実
務
の
情
報
交
換
を
行
っ
た
。

日
中

国
際

審
判

官
協

議
（
２
０
１
６
年

～
）

新
興

国
の

支
援

２
０
１
７
年

２
月

に
日

本
で
開

催

マ
レ
ー
シ
ア
知
財
庁
か
ら
派
遣
さ
れ
た
調
査
団
に
対
し
、
日
本

の
特
許
異
議
申
立
制
度
を
紹
介
し
た
。

【特許庁　資料４】
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審
判

制
度

に
関

す
る
情

報
発

信

○
審

決
英

訳
の

外
部

発
信

○
実

務
者

研
究

会
の

研
究

成
果

の
英

訳
公

表

○
国

際
知

財
司

法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
２
０
１
７

審
判
に
関
す
る
国
際
的
な
情
報
発
信
の
充
実
強
化
の
た
め
、
2
0
1
6
年
1
月
よ
り
、
重
要

審
決
に
つ
い
て
手
翻
訳
に
よ
る
精
緻
な
英
訳
を
、
特
許
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
提
供
開
始

。
2
0
1
7
年

2
月

ま
で
に
1
6
8
件

の
英
訳
を
公
表
済
。

審
判
実
務
上
重
要
と
考
え
ら
れ
る
審
判
決
事
例
に
つ
い
て
、
庁
内
外
の
実
務
者
に
よ
る

研
究
会
を
行
い
、
そ
の
報
告
書
要
約
編
の
英
訳
を
公
表
。
2
0
1
6
年
版
は
2
0
1
7
年
3
月
末

ま
で
に
公
表

予
定

。

2
0
1
6
年

は
、
日
欧

知
的
財

産
司
法

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
2
0
1
6
、
日
中

韓
特
許

庁
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
等
の
知
財
司
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
と
と
も
に
、
日
米
知
財
司
法
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
、
日
米
韓
知
財
司
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
の
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
。
2
0
1
7

年
は
、
1
0
月
3
0
日
～
1
1
月
1
日
に
日
本
で
開
催
す
る
、
日
中
韓
及
び
ア
セ
ア
ン
諸
国
を

テ
ー
マ
と
し
た
国

際
知

財
司

法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
2
0
1
7
に
お
い
て
、
日
本
の
審
判
制

度
に

関
す
る
情
報
を
発
信
予
定
。

日
欧
知
的
財
産
司
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
２
０
１
６

の
様
子

【特許庁　資料４】




